
令和8年5月1日現在

②介護保険外サービス

要

介

護

度

第1段階 835
第2段階 1,565
第3段階① 1,965
第3段階② 2,265
第4段階 2,895
第1段階 965
第2段階 1,695
第3段階① 2,095
第3段階② 2,395
第4段階 3,025
第1段階 1,027
第2段階 1,757
第3段階① 2,157
第3段階② 2,457
第4段階 3,087
第1段階 1,106
第2段階 1,836
第3段階① 2,236
第3段階② 2,536
第4段階 3,166
第1段階 1,189
第2段階 1,919
第3段階① 2,319
第3段階② 2,619
第4段階 3,249
第1段階 1,269
第2段階 1,999
第3段階① 2,399
第3段階② 2,699
第4段階 3,329
第1段階 1,348
第2段階 2,078
第3段階① 2,478
第3段階② 2,778
第4段階 3,408

※全体報酬の介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)…14.0％

緊急短期受入所受入加算…1日につき90（7日間まで、家庭でやむを得ない事情がある場合14日間）

若年性認知症利用者受入加算…1日につき120
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ショートステイサンホーム江上　利用料金表（１日）　１割負担

介護サービス費
サービス提供
体制加算Ⅱ

負担段階
（下表参照）

介護職員等
処遇改善加算

(Ⅰ)

①介護保険サービス

単位：円（日額）

①+②合計
夜間職員
配置加算Ⅰ

介護保険サービス

生産性向上推
進体制加算Ⅱ

送迎加算

184/片道
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884

119

129

66

82

89

99

13

10/月18

109

815

430

対象者

・市町民税世帯非課税の老齢年金受給者　　　・生活保護受給者

・市町民税世帯非課税であって、公的年金等収入額の合計所得額が80万以下

・市町民税世帯非課税であって、
　　　　　　　　　　　　　 公的年金等収入額の合計所得額が80万円超120万円以下

・市町民税世帯非課税であって、公的年金等収入額の合計所得額が120万円超


